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館林市都市計画課所管地図利用における注意事項  

 

１ 利用に際して 

館林市都市計画課で所管する地図を利用する際には、市へ申請が必要となる場合があり

ます。申請の要否については、「３ 承認申請」を参考にしてください。 

 

２ 市都市計画課所管地図 

市都市計画課で所管する地図は以下のとおりです。 

地図名（カッコ内は別称） 縮尺 

都市計画基本図（白図、地形図） 1/2,500、1/10,000、1/25,000 

都市計画図（用途図） 1/10,000、1/25,000 

 

３ 承認申請 

（１）測量成果の複製（測量法第 43条申請） 

市都市計画課所管地図を以下のような方法で利用する場合は、市都市計画課へ測量成

果複製承認が必要になります（（３）の場合を除く）。 

・地図をコピー、スキャン等で複製したものを単に背景として用いる 

・地図に記載された情報の一部を間引く、若しくは、独自情報を付加する 

・地図の情報を読み取って、つくりかえない 

◆承認が認められないもの◆ 

館林市都市計画課で所管する地図に対し、何ら手を加えずに全く同じもの（独自デー

タの付加、データの一部切り出し等がされていないもの）を複製しようとする場合、又

は、館林市が行う地図の刊行等を害するおそれがあると認められるもの等 

【具体例】 

・保存形式、色調、解像度、縮尺、図郭を変更しただけ 

・偽りその他不正な手段により承認を受けようとするもの 

・申請された複製の目的に照らし、適切でない測量成果を複製するもの 

・複製の作業方法が不適切で、複製品の正確さを確保する上で適切でないもの 

 

（２）測量成果の使用（測量法第 44条申請） 

市都市計画課所管地図を以下のような方法で利用する場合は、市都市計画課へ測量成

果使用承認が必要になります（（３）の場合を除く）。 

・地図の情報を読み取って、若しくは、地図を手に入れて、別種の地図を作成する 

・測量によって得たデータ等を、地図に付加し、独創性のある主題図を作成する 

・地図のベクトルデータを使用して紙地図やラスター画像を作成する 

◆承認が認められないもの◆ 

・申請手続が法令に違反しているもの 

・当該測量成果を使用することが当該測量の正確さを確保する上で適切でないもの 

 



 

（３）承認が必要とならないもの 

次の該当する場合は、利用方法が複製・使用に該当しても、承認を得ずに利用すること

が可能です。ただし、必ず出典の記載をしてください。 

 

① 作成する成果物が地図としての利用を想定していないもの 

・ハンカチ・Ｔシャツ・紙袋・メモ帳・セロテープ、書籍の表紙、CD ジャケット、

地形図を背景とした表彰状や名刺などデザインとして製品への印刷 

・イラストや絵地図、縦横の拡大縮小率が異なるなど誇張表現されているもの、作図

ソフトで作った簡易的なもの 

② ①に該当しないもののうち、作成する成果物を不特定多数の者に提供しないもの 

・私的利用、学校その他教育機関、社内、サークル、同好会など組織内での利用 

・特定の者に対して提出する申請書、報告書等の添付資料や説明資料として利用 

・一時的な資料として利用 

・論文、試験問題で利用 

③ ①及び②に該当しないもののうち、作成する成果物が測量成果としての正確さを要

しないもの 

・博物館等における展示物として利用 

・テレビ番組で利用 

・書籍、パンフレット、ウェブサイトへの地図の挿入（地図帳、折込み地図、折込み

地図のような単体の地図が表示されるサイト、地図コンテンツを主とするサイト 

を除く） 

・緯度経度等の位置座標を有しない成果物の作成に利用（下記 a～c の場合を除く） 

a.管内図、ハザードマップ等の国土の管理に関わる地図情報を作成する場合 

b.国土地理院の地図に元々記載されている地形、道路、地名、行政界等を、実質的

に異なる表記に変更する場合（ただし、記載の削除のみの場合を除く。） 

c.販売している刊行物（紙地図を含む）と比較して、一見して違いが明確に判別で

きない場合 

 

（４）出典の記載 

館林市都市計画課で所管する地図を利用する際は、申請不要の場合であっても、必ず

出典を記載してください。また、編集・加工等して利用する場合は、上記出典とは別に、

編集・加工等を行ったことを記載してください。編集・加工した情報を、あたかも館林市

都市計画課が作成したかのような態様で公表・利用しないでください。 

【出典記載例】・出典：館林市発行 1/25,000都市計画図 

・この地図は、館林市都市計画図 1/2,500を使用したものである。 
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